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【全体事業概要】

延長 Ｌ＝12.0km

幅員 Ｗ＝7.0（13.0）ｍ

18,210Ｈ１９

Ｓ５９
【事業目的】

当該バイパス事業の実施
により、いなべ市から四日市
市間での安全で円滑な自動
車交通を確保し、北勢地域
における幹線道路交通網の
強化、交通利便性の向上を
図る。

Ｈ１９ 18,111

当該バイパス事業の
実施により、いなべ市か
ら四日市市間での安全
で円滑な自動車交通を
確保し、北勢地域にお
ける幹線道路交通網の
強化、交通利便性の向
上に寄与する。

員弁バイパスと併走す
る東海環状自動車道の
環境アセスメントにおい
て、自然環境への影響
は小さいという結果であ
る。

員弁バイパスの全線
供用前後ともに、騒音レ
ベルは環境基準を、振
動レベルは要請限度を
それぞれ下回っている。

平成元年以降、いなべ
市に工場・事業所が立
地し、雇用（従業員数）
も増加している。

これに伴い、いなべ
市、東員町における製
造品出荷額等は、県及
び全国平均よりも高い
割合で推移している。

当該事業に対する近
隣住民等の利用状況や
意見を得るため、アン
ケートを実施し、１,７４０
名から回答を得ている。

整備に対する評価とし
ては、「非常に満足」、
「やや満足」を合わせて
約７割が満足との回答
を得ている。

また、員弁バイパス周
辺に立地する企業への
ヒアリングを実施し、あ
る企業では、物流ルート
を員弁バイパスへ変更
したことで、所要時間が
約10分短縮したとの回
答を得ている。

地域住民からは、渋滞
緩和に関する課題（主
に信号への不満）の声
があるため、東海環状
自動車道の供用後、交
通状況を把握しつつ、所
管警察署と信号制御等
のソフト対策を検討して
いる。

また、地元企業から
は、東海環状自動車道
の（仮）東員ＩＣへのアク
セス路としての役割を員
弁バイパスに期待が高
く、東海環状自動車道
の進捗に合わせ、今後
も地元ニーズに合わせ
た道路整備を進めてい
く。

事業の効果について
は評価結果の妥当性を
認める。

ただし、アンケートにつ
いては客観的な評価指
標となるように、改善に
努められたい。

委員会意見概要 事業方針概要

事後評価におけるアン
ケート調査の実施につ
いては、客観的な評価
指標が得られる調査方
法の採用や、集計や分
析の実施が必要です。

事後評価におけるアン
ケート調査の実施にあ
たっては、集計方法、分
析方法を十分検討のう
え、実施していきます。
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志
摩
市

平成２３年３月１１日
に、東日本大震災が発
生し、東北地方に甚大
な被害をもたらしまし
た。また、平成２４年８月
には内閣府が南海トラ
フ巨大地震に伴う被害
想定の最大津波高さの
公表を行いました。

これらに伴い、地域の
住民の防災意識が高ま
り、防災訓練が実施され
る等、市町との連携によ
る総合防災的な取り組
みが行われるようになっ
てきています。

浦ノ浜は的矢湾に面し
ており、伊勢志摩国立
公園内にあることから、
眺望を楽しみながら海
岸を訪れる観光客や地
元住民の方々が散策さ
れるため、景観に配慮
し、前浜を復元する養浜
と人工リーフを採用しま
した。

的矢湾における化学
的酸素要求量（ＣＯＤ）
の経年変化について
は、全体的に事業中か
ら事業完了後も変化が
小さいことから、当該事
業実施による環境への
影響は少ないものと考
えられます。

【全体事業概要】
人工リーフ 3基
養浜 56,000m3
突堤工 1基
階段工 2基
斜路工 2基
離岸堤 2基
堤防（嵩上げ、補強） 377m

【事業目的】
侵食が甚だしい海岸におい
て人工リーフ、養浜等により
波浪を減衰させ高潮や侵食
による被害を防止する。

安
乗
地
区
海
岸

事業全体に対する満
足度は、「満足」、「どち
らかといえば満足」で約
７割を占め、「どちらかと
いえば不満」、「不満」の
約３割を上回る結果とな
りました。

当該事業については
高潮・高波に対し安全を
確保していますが、地域
住民のアンケート結果
から、津波に対しても不
安を感じないような対応
が求められています。

津波を完全に防ぐこと
は、費用、環境、利用に
及ぼす影響が大きく、短
期的な対応は困難であ
るため、地域住民・志摩
市・三重県が一体となっ
て、総合的な災害対策
に取り組み、不安の解
消と防災力の向上を目
指します。

事業の効果について
は評価結果の妥当性を
認める。

住民の方々は、災害
に対する不安、施設の
維持管理、住民意見の
計画反映を懸念されて
います。

これらへの今後の海
岸事業における対応と
して、災害に対する不安
については、地震・津波
について正しい知識を
持ってもらうことやハー
ド対策の限界、逃げるこ
との重要性を志摩市と
連携し、今後海岸事業
を実施する際の事業説
明会等の場で説明を続
けていきます。

施設の維持管理につ
いては、三重県では、毎
年施設点検業務を発注
している結果に基づき
適正な維持補修を行っ
ていきます。

住民意見の計画反映
については、今後は海
岸事業の趣旨を十分説
明するとともに、住民全
体の意見を取り入れな
がら事業を行っていきま
す。

海岸整備前は、来襲
波浪の侵食作用により
前浜の消失や、高波浪
時に越波による被害が
度々生じていましたが、
平成１９年度の事業完
了後、養浜した砂はほ
ぼ整備後の状態を保っ
ており、多数の台風が
上陸ないし接近したもの
の、当海岸では海岸保
全施設及び背後の施設
等に被害は発生せず、
防護機能を発揮するこ
とができました。

1,599Ｈ１７

1,915Ｈ１９
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H18

Ｈ７

【事業目的】
本事業は、健全な母貝養

成を通じて施術貝の生残率
向上や真珠の品質向上を図
るため、南伊勢町贄湾口阿
曽浦地先に消波堤を設置
し、新たな真珠母貝養殖漁
場の造成を目的としました。

【全体事業概要】
消波堤設置

延長L=350ｍ
(造成面積A=10ha)

(1)事業実施の課題等
本事業は、経営安定

化のため、事業費の1/6
の地元負担金を担って
も整備したいとの意見を
受け、県が事業実施し
た。このため、利用者が
限定され、その動向が
漁場利用に直接反映さ
れる事業である。

社会経済情勢等の変
化はあったが、施設完
成時の漁業経営体の減
少も少なく、適正に事業
が実施がされたと判断
されるが、単価低迷によ
り、現在は予備的な漁
場利用となっている。
(2)課題への対応方針

造成漁場は、刺し網等
の漁場、藻場等として利
用されている。一方、母
貝養殖が速やかにでき
るよう、基本施設は設置
されており、この利用を
期待する漁業者も少なく
ない。
(3)改善措置の必要性や
更なる効果増進のため
の提案等

現在の利用を中心に、
漁業生産動向等を見な
がら、有効利用を進め
ていきます。具体的に
は、地区関係者とともに
本来の漁場利用の検討
を促進するほか、水質
浄化や小型魚等の保護
育成場としての機能を
有効活用するため、関
係団体とともに、漁場環
境保全に努めていく。

(1)アンケート調査結果
地区漁業者47名(配布

164名)から回答があり、
①新しい漁場等の利用
では、「魚礁として効率
的に操業ができた。(26
名)」
②地区の漁業の変化で
は、「根付き資源(イセエ
ビ等)が増えた。(41名)」
③今後の有効活用方法
では、「刺し網、釣り漁
場として期待(33名)」。

また、真珠関係者から
は、
①新しい漁場等の利用
では、「病症害の発生が
少ない(3名)」、「赤潮の
発生が少ない(3名)」等
②地区漁業の変化で
は、「波が穏やかにな
り、安全性が向上した(8
名)」等
③有効活用方法では、
「真珠・真珠母貝養殖場
として期待(3名)」等。
(2)調査結果を踏まえた
評価

消波堤の設置によるイ
セエビ等の漁獲量が増
加により、刺し網・釣漁
場として、また、水産動
物の保護育成場の機能
を有する藻場として期待
されている。また、今
後、養殖漁場としての利
用も期待されているな
ど、事業効果は発揮さ
れているものと判断しま
す。

(1)計画時と現在の社会
情勢等の変化
①地区の状況

平成6年(計画時)に比
べ、平成20年の地区人
口は1,098人(約29％
減)、正組合員数は348
人(約26％減)などとなっ
ている。
②地区真珠養殖の状況

平成6年に比べ、平成
20年は83経営体(約
30％減)、生産量は441
㎏(約37％減)、平均単
価は189円／㎏(約88％
減)となっている。
(2)事業実施による変化

漁場造成期間中、一
時的には真珠養殖経営
体数は増加したものの、
真珠業界全体の長期低
迷が影響し、事業完了
後、経営体数は減少し
た。このため、漁場利用
は病症害等の発生に対
応するための予備的な
利用にとどまっている。

一方、ブロックを使用
した消波堤の設置によ
り、イセエビ等の漁獲機
会の増大とともに、新た
な藻場が形成された。ま
た、新たに静穏域では、
操業等の安全性の向上
が図られたほか、遊漁
利用は、地区経済活動
の一助となっている。

(1)環境面への配慮
地区内にブロック製作

ヤードを造成し、作業船
の長距離移動による排
気ガス量を抑制。
(2)事業実施中に配慮し
た事項

天然の岩礁等の位置
を考慮し、設置するブ
ロック数の軽減に努め
た。
(3)環境の変化

ブロックには、海藻類
の繁茂や魚類等の餌料
物の付着が確認され、
水質浄化や小型魚等の
保護・育成場として機能
している。
(4)現在の状況

海藻類の繁茂や魚類
等の餌料物の付着が継
続して確認され、水質浄
化や小型魚等の保護育
成場としての機能は維
持されている。

(1)直接的効果
・費用対効果分析

Ｂ(総便益額)＝
8,064百万円

Ｃ(総費用額)＝
7,731百万円

Ｂ／Ｃ＝ 1.04
直接的効果項目：

真珠母貝自給生産効
果、イセエビ等水産生物
の増産効果、海藻類の
生育による水質浄化効
果、遊漁利用 等
・定量化(金額換算)でき
ない効果

消波堤背後における
海岸等の防護効果 等
・施設の管理状況

三重県養殖場施設管
理規程に基づき、適切
な施設管理を実施。
(2)間接的効果
・波及効果

刺し網漁業等の操業
の安全性や漁船航行の
安全性が向上。
・間接的に生じたと考え
られる効果

周辺海域は、マダイ・
カサゴ等の種苗放流場
所として活用のほか、藻
場形成により、海藻種
苗の供給場所等として
期待。

4,935H18

4,686

三重県の真珠養殖業
は、全国的な真珠単価
の長期低迷の影響を受
け、経営体、生産量とも
に減少しており、阿曽浦
地区においても同様の
傾向になっています。そ
のため、造成した養殖
場では、利用率の低下
がみられます。

三重県では、真珠養
殖発祥の地として、優れ
た県産品として真珠が
生産されてきており、平
成１３年度に創設された
三重ブランドの認定第１
号として、「真珠」を認定
し、信頼性と評価の向
上を図っています。
また、県水産研究所で
は、高品質な白色系真
珠や、病害に強いアコ
ヤガイの生産技術の開
発などの研究を進めて
きており、現場での種苗
生産に活用されていま
す。
高品質な白色系真珠の
技術開発については、
引き続き研究を進めると
ともに、平成２４年度か
らは、より光沢が良好で
あり、傷やシミの少ない
高品質な真珠の生産技
術の開発や養殖現場へ
の導入試験を行うなど、
安定的な真珠養殖経営
に取り組んでいきます。
また、消波堤や浅海域
に形成されている藻場
については、水域環境
の保全や沿岸海域の漁
業生産力の向上を図る
ため、漁業者が参加し
て行っている藻場保全
の活動に対する支援等
について、引き続き行っ
ていきます。
これらの取組により、真
珠養殖を始めとする地
域の漁業振興を図って
いきます。

事業の効果について
は評価結果の妥当性を
認める。
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昭和５５年度の事業採
択時には、名阪亀山・関
工業団地（昭和６１年）
ならびに亀山・関テクノ
ヒルズ（平成１４年）の造
成計画がなかったた
め、これらの工業団地
は計画に反映されてい
ません。 周辺環境の変
化として、亀山地域に県
のクリスタルバレー構想
の核となるシャープ亀山
工場が平成１６年１月に
稼働を始め、関連企業
の輸送量が増大してい
ます。

日本道路公団に委託し
整備を行った、東名阪
自動車道との立体交差
部の工事に施行に先立
ち、日本道路公団と共
同でオオタカの営巣調
査を実施するなど、自然
環境への配慮を行いま
した。

本地域は、花木類、お
茶、採卵鶏など全国有
数の生産地です。
市町村別のお茶の生産
量（全国順位）で、四日
市市 が９位、鈴鹿市
が１０位、亀山市が２５
位の生産量を誇ってい
ます。 採卵鶏では、鈴
鹿市が全国順位で８位
です。
また、さつき・つつじ等
の花木の生産も、全国
トップクラスです。 これ
らの農畜産物を効率的
に市場へ輸送し、流
通・輸送面での生産コス
トを低減を図るなど、地
域農業の安定と活性化
を図るため、フラワー
ロードを整備しました。
フラワーロードを整備し
たことにより、農業近代
化施設（ライスセン
ター、カントリーエレベー
ター等）への搬入 も
容易となり、消費地や卸
売市場への流通の面で
も効率化が図られます。

都市近郊の地区にお
いては、非農家の増加
ならびに、工場の立地な
どの要因による影響か
ら、一般交通量が増加
するケースも見られま
す。
広域農道の整備によ
り、農地の集積、大型の
農業機械や農産物の市
場への輸送労力の軽減
が計られましたが、農家
の高齢化や後継者不足
が進行しつつあるため、
少数の大規模農家だけ
で、農業用施設の維持
管理が困難な状況と
なっています。

今後の都市近郊の農
道整備については、将
来の農業形態や一般交
通量の変化などを十分
勘案しつつ、自然環境
にも配慮しながら、より
効率的で効果的な事業
計画を策定します。
各市町に管理移管され
た後も、警察・市町と事
故の発生状況などの情
報を共有し、連絡を密に
取り合い、必要な安全
対策や補修事業に取り
組んでいきます。
農業用施設の維持管理
については、限られた農
家だけでなく非農家も含
めた活動とするため、
「農地・水環境保全向上
対策」などの取り組みを
推進し、地域全体で農
地・農業用施設及び、農
村集落機能を維持向上
していく体制づくりを推
進していきます。

事業の効果については
評価結果の妥当性を認
める。
ただし、交通事故減少
便益がマイナスであるこ
とを問題視し、関係機関
と対策を協議されたい。

アンケートでの記載要望
をふまえて、今後の農
道事業に生かすと共
に、要望の多かった道
路除草については、管
理移管している各市に、
今後の管理の参考にな
るよう情報提供したい。

平成２４年７～８月に、
関係する四日市市、鈴
鹿市、亀山市のフラワー
ロード沿線の自治会の
協力を得て、アンケート
調査を実施しました。
アンケート結果から、フ
ラワーロードの使用頻
度は、毎日～週に一度
を合わせると６５％と
なっています。

【事業目的】
地域の農産物の生産から流
通に至るまでの過程を有機
的・一体的に連携するため
広域営農団地として整備す
る中で、当地域で生産され
た農畜産物を効率的に市場
に輸送できる基幹となる道
路（通称「フラワーロード」）１
８ｋｍ（内農道区間１２．６ｋ
ｍ）を整備し、流通・輸送面
での生産コストを低減するな
ど、地域農業の安定と活性
化を図るものです。
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Ｈ１８
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業

（
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業

）

【全体計画概要】
道路工 L=１２，６３８ｍ
（道路幅員 ８．５ｍ）
（舗装幅員 ６．５ｍ）
橋梁工 ６橋
（Ｌ＝３９４ｍ）

Ｓ５５


